
 
 



は じ め に 

 
 
 
 

 

 

「いつまでも健康でいようよ」ということはシンプルですが、非常に重要なテーマです。 

私たちにとって、毎日の生活をいきいきと充実したものにするためには、「健康」であること

が何より大切です。 

また、子どもから高齢者まで、誰もが心身ともに健やかで豊かな暮らしを送ることは、社会

全体の願いでもあり、そのためには、一人ひとりが日ごろから「自分の健康は自分でつくる」と

いう自覚を持ち、行動し、健康増進に取り組むことが重要です。 

 本市におきましては、「第３次岡谷市健康増進計画」に基づき、個人や家庭、地域、行

政、関係機関および団体などの連携により、市民の皆様の健康維持・増進に向けて取り

組みを続けています。 

この様な中、これまでの事業の進捗状況を把握・検証するとともに、今後の動向を見据

えながら、さらなる健康施策の充実を図るために、このたび、新たに「健やかで心豊かに生

活できるまち」を基本理念に「第４次岡谷市健康増進計画」を策定いたしました。 

本計画では、基本的な柱として、「市民自らの健康づくり・健康に関する生活習慣の改

善」、「生活習慣病・がんの発症予防、早期発見と重症化予防の徹底」、「健康づくりを支

援する体制の強化」の３つを掲げ、分野ごとに基本目標を定め、市民・関係機関および行

政が一体となった取り組みの方向性を示しました。 

 今後は、本計画に基づき、市民・関係機関および行政がそれぞれの役割を理解し、相互

に連携しながら、健康寿命の延伸に向け、市民一人ひとりがいつまでも健康でいきいきとし

た生活が送れるよう「健康貯金」のまちをめざし、計画を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました「岡谷市健康づくり推進協

議会」の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました皆様に深く感謝を申しあげると

ともに、市民の皆様が、本計画に基づき、なお一層自らの健康づくりの意識を高めていただ

くとともに、各種の取り組みを実践され、人生100年時代において、生涯健やかで心豊かに

生活できることを願っております。 

 

 

   令和６年３月 

 

岡谷市長   

 

 













国の主な関連計画 

・健康日本 21 

・食育推進基本計画 

・自殺総合対策大綱 

長野県の主な関連計画 

・信州保健医療総合計画 

・長野県食育推進計画 
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第 5次岡谷市総合計画 

・・・関連のある各種計画等・・・ 

・岡谷市国民健康保険保健事業実施 

計画（データヘルス計画）、 

特定健康診査等実施計画 

・岡谷市地域福祉計画 

・岡谷市高齢者福祉計画 

・岡谷市教育大綱 

・岡谷市障がい者福祉計画 

・岡谷市児童育成計画 

・岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進 
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出典：国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（介護） 
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Ａ 目標に達した 

Ｂ 目標に達していないが改善傾向にある 

Ｃ 変わらない ※±１ポイント以内の増減は「変わらない」と判断 

Ｄ 悪化している 



 

 

指 標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①肥満者（BMI25 以上）の割合 
40 歳～ 

64 歳 

男性 30.2%（H27） 33.1% 減少 D 
特定健診 

女性 14.4%（H27） 19.9% 減少 D 

②低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下） 

の高齢者の割合 

65 歳 

以上 

男性 14.7% 13.7% 減少 C 特定健診 

後期高齢者健診 女性 27.2% 29.3% 減少 D 

③朝食を毎日食べる人の割合 

幼児 年中児 94.4% 92.4% 増加 D 保育園食生活ア

ンケート・学校食

生活アンケート 

小学生 ４年生 85.8% 94.1% 増加 A 

中学生 １年生 85.8% 86.0% 増加 C 

20 歳代 市民 72.7% 62.3% 増加 D 
市民アンケート 

30 歳代 市民 86.0% 80.9% 増加 D 
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指標 対象者 
策定時の値

（H28） 

直近値 

（R４） 
目標値 評価 出典 

① 日常生活において歩行

または同等の身体活動

を１日１時間以上実施し

ている人の割合 

全体 
男性 55.7% 53.7% 増加 D 

特定健診 

女性 60.6% 65.6% 増加 A 

65 歳未満 
男性 47.8% 50.9% 増加 A 

女性 47.5% 58.0% 増加 A 

65 歳以上 
男性 58.9% 54.9% 増加 D 

女性 65.5% 68.2% 増加 A 

② 運動習慣者（１日 30 分

以上の軽く汗をかく運動

を週２日以上、１年以上

実施している人）の割合 

全体 
男性 43.0% 40.3% 増加 D 

女性 39.4% 37.1% 増加 D 

65 歳未満 
男性 27.2% 31.7% 増加 A 

女性 23.2% 22.9% 増加 C 

65 歳以上 
男性 49.4% 44.0% 増加 D 

女性 45.5% 42.1% 増加 D 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

指標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①乳幼児期にむし歯のない 

子どもの割合 

1 歳 6 か月児 97.1% 99.0% 増加 A 

幼児健診 
3 歳児 90.0% 92.2% 増加 A 

②よく噛んで食べている 

子どもの割合 

1 歳 6 か月児 72.4% 72.0% 増加 D 

3 歳児 88.1% 84.0% 増加 D 

③成人歯科健診の受診者 

のうち異常のない者の割合 

20 歳 19.6% 27.3% 増加 A 

歯科健診 

30 歳  5.3% 6.9% 増加 A 

成人全体 15.8% 11.8% 増加 D 

*40 歳 10.7% 7.4% － － 

*50 歳 18.4% 5.0% － － 

*60 歳 17.5% 13.0% － － 

*70 歳 15.5% 17.9% － － 

後期高齢者(76 歳対象) 21.1% 12.8% 増加 D 
後期高齢者

歯科健診 

【新規】妊婦（R 元年～） 9.8%（R元） 6.7% － － 
妊婦 

歯科健診 
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指標 対象者 
策定時の値

(H28) 

直近値 

(R4) 
目標値 評価 出典 

①育児について｢楽しい･普 

通｣と答えた保護者の割合 

１歳６か月児の保護者 70.1% 78.3% 増加 A 
幼児健診 

３歳児の保護者 84.4% 74.5% 増加 D 

②睡眠による休養が十分 

とれている人の割合 
35歳以上の市民 ※１ 80.4% 73.7% 増加 D 

特定健診 

後期高齢者健診

基本健診 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①成人の喫煙率 
男性 29.9% 15.2% 減少 A 

特定健診 
女性 5.7% 3.7% 減少 A 

②子育て期にある保護者の喫煙率 

男性 37.8% 33.1% 減少 A 乳幼児 

健診 女性 4.8% 3.4% 減少 A 

妊婦 3.4% 1.4% 0% B 妊娠届 

③生活習慣病のリスクを高める量を飲酒

している人の割合 

（男性 2 合以上、女性 1 合以上） 

男性 15.9% 15.7% 減少 C 
特定健診 

女性 19.1% 9.7% 減少 A 

④妊娠中の妊婦の飲酒率 妊婦 0% 1.9% 0% D 妊娠届 

※指標①③については、策定時市民アンケート結果 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①特定保健指導実施率 
特定保健指導 

対象者 
54.1% 45.7% 60.0% D 

特定健診 

②収縮期血圧 130ｍｍHg 以上の者の

割合 

男性 50.3%（H27） 45.3% 減少 A 

女性 40.1%（H27） 41.4% 減少 D 

③LDL コレステロール 120ｍｇ／ｄｌ以上 

の者の割合 

男性 49.4%（H27） 45.5% 減少 A 

女性 57.7%（H27） 54.4% 減少 A 
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指標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①特定健診において 

HbA1c5.6％以上の者の割合 

男性 54.6%（H27） 51.4% 減少 A 

特定健診 女性 50.5%（H27） 48.1% 減少 A 

②特定健診において要精検となっ

た者の受診率 
要精検者 91.4% 97.5% 100% B 

③透析者のうち糖尿病を原因とす

る者の割合 
該当者 54.5%（H29） 56.7% 減少 D 

長野県国民

健康保険 

団体連合会 
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指標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

①がん検診受診率 

胃（35 歳以上） 12.5% 9.9% 増加 D 

がん検診 

大腸（35 歳以上） 22.2% 24.0% 増加 A 

肺（35 歳以上） 20.0% 20.3% 増加 C 

乳房（30 歳以上の女性） 30.6% 38.7% 増加 A 

子宮（20 歳以上の女性） 19.0% 29.8% 増加 A 

②がん検診において

精密検査対象とな

った者の受診率 

胃（要精検者） 89.4% 95.9% 100% B 

大腸（要精検者） 85.2% 83.7% 100% D 

肺（要精検者） 91.6% 94.0% 100% B 

乳房（要精検者） 93.8% 96.3% 100% B 

子宮（要精検者） 76.9% 88.9% 100% B 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 



 

 



 





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

・生活習慣病の重症化を

予防するため、食生活改

善に向けた栄養指導を

行いましょう 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣を身につけ、規則 

正しい生活リズムを整えましょう 

・家族や身近な人とさまざまな食べ物に親しみ、食の幅 

を広げながら、バランスの良い食事をしましょう 

・生活習慣病予防や低栄

養予防など、年代に応じた

健全な食生活が実践でき

るよう、地域住民の身近な

場所を活用し、食を通じた

健康づくりを学ぶ機会を作

り、参加しましょう 

・「早寝・早起き・朝ごはん」など、基本的な生活習 

慣を身につけましょう 

・食に関する正しい知識やバランスの良い食習慣 

を身につけ、健康のために必要な食事を準備でき 

る力をつけましょう 

・子どもの発達に応じた 

食育活動や給食を通し

て、望ましい食習慣の定

着に努めましょう 

・規則正しい生活習慣の 

定着が図れるよう周知・ 

啓発に努めます 

・自らが栄養バランスの 

とれた望ましい食習慣を 

実践できるようさまざまな

事業や ICTを活用した情

報提供を行うとともに、個

人にあった栄養相談を実

施し、生涯を通じた健康

づくりを支援します 

・子どもの頃から望ましい 

食習慣の形成がなされる 

よう他団体と連携した食 

育を推進します 

・保健福祉事務所と連携 

し、食に関する正しい情 

報提供をします 

・日頃から自分の身体の変化に注意し、適正体重

の維持に努めましょう 

・健康状態にあわせた食事を心がけ、しっかり食

べて低栄養を予防しましょう 

・生活習慣病を予防するため、野菜の摂取や減塩 

などを意識した食生活を心がけましょう 

・主食・主菜・副菜をそろえたバランスの良い食事 

や、適度に身体を動かすことを心がけ、適正体重 

を維持しましょう 

・地域や家庭において、健全な食生活の大切さを 

子どもたちに伝えましょう 

食育ピクトグラム 

 

 



 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 （R4年度） 

１ 肥満者（BMI 25以上）の割合 40 歳～64 歳 

男性 33.1% 減少 

特定健診 

女性 19.9% 減少 

２ 
低栄養傾向（BMI 20以下）の

高齢者の割合 
65歳以上 

男性 13.7% 減少 
特定健診 

後期高齢者健診 
女性 29.3% 減少 

３ 朝食を毎日食べる人の割合 

幼児 年中児 92.4% 増加 

保育園食生活 

アンケート 

学校食生活 

アンケート 

小学生 4年生 94.1% 増加 

中学生 1年生 86.0% 増加 

★保育園保護者 
年中児 

2歳児 
81.5% 増加 

20歳代 市民 62.3% 増加 

市民アンケート 

30歳代 市民 80.9% 増加 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・メディアの視聴時間は長くても２時間以内にし、 

活発に身体を動かす時間を増やしましょう 

・個人の健康状態やライフ

スタイルに応じた実践継続

しやすい方法をアドバイス

しましょう 

・登下校は徒歩を心がけましょう 

・外遊びや運動、スポーツの時間を増やしましょう 

・身近な場所で、仲間を作り

ながら身体活動・運動の機

会を作りましょう 

・各地域の行事を通じて、

運動の実践や社会参加を

図りましょう 

・子どもの頃から楽しく身体

を動かす大切さについての

教育・指導の充実を図りま

しょう 

・自分の身体を知るための機器を活用し、自分の

現状を知り、続けることができる身体活動を実践

継続してみましょう 

・仕事や家事の日常生活の中で、意識的に身体

を動かしましょう 

・自分の健康状態やライフスタイルにあわせて、

無理せず長く続けられる身体活動を見つけ実践し

てみましょう 

・すべての世代に、身体

活動の大切さを伝え、

無理なく効果的に身体

活動量を増やすことが

できるよう講座や教室

などを通じて情報提供

をします 

・子どもの頃から身体を

動かす楽しさや大切さ

を伝え、活動的な生活

習慣づくりを推進します 

・働き盛り世代に対し、

自然と身体を動かす 

機会ができるよう情報

提供をします 

・毎日の体調にあわせて外仕事や家事を続けましょう 

・外出の機会を多く持ちましょう 

・市、地区の講座や運動施設の講座など、家族や仲間

と一緒に参加しましょう 

 

 



 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 （R4 年度） 

１ 

日常生活において歩行または同等

の身体活動を１日１時間以上実施

している人の割合 

全体 
男性 53.7% 増加 

特定健診 

女性 65.6% 増加 

65 歳未満 
男性 50.9% 増加 

女性 58.0% 増加 

65 歳以上 
男性 54.9% 増加 

女性 68.2% 増加 

２ 

運動習慣者（１日 30 分以上の軽く

汗をかく運動を週２日以上、１年以

上実施している人）の割合 

全体 
男性 40.3% 増加 

特定健診 

女性 37.1% 増加 

65 歳未満 
男性 31.7% 増加 

女性 22.9% 増加 

65 歳以上 
男性 44.0% 増加 

女性 42.1% 増加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・バランスの良い食事で胎児の歯の形成を育みましょう 

・歯科健診を受け、むし歯や歯周病の予防、早期発見に努

めましょう 

・歯科健康診査の

周知・啓発を実施

し、受診者の増加を

図るとともに、歯周

病、糖尿病や循環

器疾患などの全身

疾患との関わりにつ

いて知識を深める

ための情報提供を

行いましょう 

・歯みがきと仕上げみがきの習慣を身につけましょう 

・親子で好き嫌いなく、よく噛んで食べる習慣を身につけま 

しょう 

・甘味の適正摂取（時間、回数、内容等）に努めましょう 

・保健委員会等の活

動を通じて、市民に

対し、歯科健康診査

等の周知・啓発に努

めましょう 

・教職員自ら歯科健

康診査を受け、ブラ

ッシングの有効性を

理解し、子どもたち

に対し、歯科保健教

育を行いましょう 

・歯列、咬合が確立する時期のため、正しい歯みがきの習慣

を身につけましょう 

・定期的に歯科健診を受け、自己管理する力を育みましょう 

・よく噛みバランスの良い食習慣を身につけましょう 

・妊娠期における口腔 

衛生についての知識の 

普及に努めます 

・乳幼児期から歯と口腔 

の発育の大切さについ 

て周知します 

・子どもたち、保護者に 

対する正しい歯科保健

の知識の普及に努めま

す 

・歯科健康診査を実施 

するとともに、歯と口腔 

の健康についての情報 

提供をします 

・かかりつけ歯科医を持ち定期健診を受けましょう 

・よく噛みバランスの良い食習慣を身につけましょう 

・たばこを吸う人は歯周病にかかりやすく、治りにくい傾向に

あることから禁煙に取り組みましょう 

・かかりつけ歯科医を持ち定期健診を受けましょう 

・よく噛んで食べる習慣を身につけ、口腔機能の低下を 

予防し、楽しく安全に食事ができるようにしましょう 

・歯科健康診査を受

診しやすい職場環

境をつくり、歯科に

関する知識を深め

ましょう 

 

 

 



 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 R4 年度 

１ むし歯のない子どもの割合 
３歳児 92.2% 増加 幼児健診 

★12 歳児 73.7% 増加 学校歯科健診 

２ 
★歯または義歯で 

しっかり噛める割合 

後期高齢者 

(76 歳対象) 
76.0% 増加 後期高齢者歯科健診 

3 
★歯科健康診査受診者 

の割合 

二十歳 12.3% 増加 

歯科健診 三十歳 7.2% 増加 

成人 6.9% 増加 

後期高齢者   

(76 歳対象) 
15.3% 増加 後期高齢者歯科健診 

妊婦 32.6% 増加 歯科健診 
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・早寝、早起きの規則正しい生活リズムを身につけま 

しょう 

・スキンシップをとり、親子の絆を深めましょう 

・保護者がスマートフォンなどの機器の操作をしながら

の育児は控え、子どもの目を見てコミュニケーションを

とりましょう 

・適切な相談対応や

医療につなげられる

よう、必要に応じて

関係機関相互の連

携を図りましょう 

・お互いに声を掛け

合う地域づくりを推

進し、見守り支え合

う体制づくりをしまし

ょう 

・子どものこころの

健康についての教

育や相談体制を充

実しましょう 

・しっかり朝食をとり、規則正しい生活を送りましょう 

・夜更かしは避け、就寝前はスマートフォンなどの電子

機器の使用を控えましょう 

・悩み事や不安はひとりで抱えず、親や先生、友人、

相談機関などに相談しましょう 

・家族や友人など周囲の人が悩んでいたら、変化

（SOS）に気づき、必要な支援につなげましょう 

・睡眠に関する正しい

知識を普及し、ライフ

ステージ別に適切な睡

眠が確保できるように

情報提供します 

・妊産婦や育児中の保

護者に対し、ストレス

や不安が軽減されるよ

うな支援を継続的に提

供します 

・こころの健康に関す

る教育や困ったときに

他者へ相談できる力を

つける教育（＝SOSの

出し方に関する教育）

を提供します 

・さまざまな団体に身

近な人の悩みに気づ

き、見守り、支援につ

なぐことができる人材

（＝ゲートキーパー）養

成を実施します 

・相談体制の充実を図

り、困ったときや悩み

事があるときに相談で

きる相談先を周知しま

す 
・睡眠時間を確保し、休養を積極的にとりましょう 

・自分に合った方法でストレス発散をしましょう 

・悩み事はひとりで抱えず、家族、友人、同僚などの知

人、相談機関などに相談しましょう 

・家族や友人、同僚など周囲の人が悩んでいたら、変

化（SOS）に気づき、必要な支援につなげましょう 

・日中は活動的に過ごし、昼夜のメリハリをつけ、寝

床での長居、昼寝はなるべく避けましょう 

・友人やご近所の方との交流や、地域活動への参加

や外出など、人と地域とのつながりを持ちましょう 

・生活の中に、役割や趣味などの楽しみ、生きがいを

持ち続けましょう 

・悩み事はひとりで抱えず、家族、友人、知人、相談

機関などに相談しましょう 

・家族や友人など周囲の人が悩んでいたら、変化

（SOS）に気づき、必要な支援につなげましょう 

・仕事と生活との調

和（ワークライフバラ

ンス）を心がけましょ

う 

 

 



 
 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 （R4 年度） 

１ 
育児について「楽しい・普通」

と答える保護者の割合 

1歳 6か月児の

保護者 
78.3% 増加 1 歳 6 か月児健診 

3 歳児の 

保護者 
74.5% 増加 3 歳児健診 

２ 
休養が睡眠で十分とれてい

る人の割合 

35 歳以上 

75 歳未満の 

市民 

73.7% 増加 特定健診、基本健診 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

・妊娠・授乳期の喫煙・飲酒は絶対にやめましょう 

・喫煙や飲酒が健康に及ぼ

す影響についての正しい情

報の提供を行いましょう 

・たばこや過度の飲酒は、身体に害があることを

きちんと学びましょう 

・20歳未満の喫煙や飲酒は絶対にやめましょう 

・喫煙や飲酒が健康に及

ぼす影響についての正し

い情報の提供を行いまし

ょう 

・20歳未満の喫煙防止・

飲酒防止教育を推進しま

しょう 

・喫煙や飲酒が健康に及

ぼす影響についての正し

い情報の提供を行いまし

ょう 

・20歳未満の喫煙防止・

飲酒防止教育を推進しま

しょう 

・喫煙や飲酒が健康

に及ぼす影響につい

ての啓発を行い、禁

煙、適度な飲酒を心

がける人を増やしま

す 

・喫煙者に対して、

正しい禁煙方法につ

いての情報提供をし

ます 

・20歳未満の喫煙防

止、飲酒防止教育に

努めます 

・禁煙、完全分煙など

の推進に努めます 

・たばこを吸う人は、決められた場所で喫煙し受

動喫煙防止に努めましょう。特に妊産婦や子ども

がいる空間での喫煙は絶対にやめましょう 

・喫煙者は、禁煙外来を活用するなど、積極的に

禁煙に取り組みましょう 

・お酒を飲む人は、必ず休肝日を設け、適正飲酒

に努めましょう 

・無理強いや一気飲みを許さないなど、飲酒マナ

ーの向上に努めましょう 

・事業所の禁煙、完全分煙

などの取り組みに努めまし

ょう

 

 



 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 R4 年度 

１ 成人の喫煙率 
男性 15.2% 減少 

特定健診 
女性 3.7% 減少 

２ 子育て期にある保護者の喫煙率 

男性 33.1% 減少 
乳幼児健診 

女性 3.4% 減少 

妊婦 1.4% 0% 妊娠届 

３ 
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

人の割合 

男性 15.7% 減少 
特定健診 

女性 9.7% 減少 

４ 妊娠中の妊婦の飲酒率 妊婦 1.9% 0% 妊娠届 
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・循環器疾患を予防するための健康的な生活習慣

を身につけましょう 

・学校での健康診断を通じて自分の健康状態を知

り、健康診断を受けることの大切さを理解しましょう 

・循環器疾患への関心を高

め、生活習慣病予防に関する

知識の啓発、健康教育を行い

ましょう 

・自分の身体を知り健

康づくりに自ら取り組

めるよう情報提供、受

診勧奨、保健事業な

どを実施します 

 ・生活習慣病による合

併症についての周

知、啓発、個別指導を

行い、重症化予防に

努めます 

・子どもの頃から健康

的な生活習慣を身に

つけるための教育を

行います 

 

・循環器疾患を予防するための健康的な生活習

慣を身につけましょう 

・家庭での血圧測定を心がけましょう 

・年に１回は健診を受け、精密検査が必要な場合

は必ず医療機関を受診しましょう 

  ・治療の必要がある場合は適切な受診・服薬を行

い、重症化の予防をしましょう 

・年に 1回の健診受診の機会

を設けるとともに、結果内容

について正しい知識を伝え、

適切な受診への指導を行うな

ど重症化予防の推進と受診し

やすい環境をつくりましょう 

・循環器疾患についての正し

い知識を伝え、重症化を予防

するための生活指導を行いま

しょう。また、市や地区と連携

し、生活習慣病予防や健診受

診を推進しましょう 

＊健康的な生活習慣の具体的な取組内容は、 

○ 第３章 「１ 健康に関する生活習慣の改善」に 

記載されている各重点分野の市民の取組 と 

○ 第６章 「ライフステージに応じた行動目標」を 

あわせて取り組みましょう 

・生活習慣病への関心を高

め、予防に関する正しい知識

を深め、健康的な生活習慣を

身につけましょう 

 
 



 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 （令和 4 年度） 

１ 特定保健指導実施率 特定保健指導対象者 45.7% 60% 特定健診 

２ 収縮期血圧 130mmHg 以上の者の割合 
男性 45.3% 減少 

特定健診 
女性 41.4% 減少 

３ 
LDL コレステロール 120mg/dl 以上の者 

の者の割合 

男性 45.5% 減少 
特定健診 

女性 54.4% 減少 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

＊健康的な生活習慣の具体的な取組内容は、 

○ 第３章 「１ 健康に関する生活習慣の改善」に 

記載されている各重点分野の市民の取組と 

○ 第６章 「ライフステージに応じた行動目標」を 

あわせて取り組みましょう 

・糖尿病についての正しい

知識を伝え、重症化を予防

するための生活指導を行い

ましょう。また、市や地区と

連携し、生活習慣病の予防

を推進しましょう 

・糖尿病を予防するための健康的な生活習慣を

身につけましょう 

・学校での健康診断を通じて自分の健康状態を

知り、健康診断を受けることの大切さを理解しま

しょう 

・糖尿病への関心を高め、

生活習慣病予防に関する

知識の啓発、健康教育を

行いましょう 

・生活習慣病への関心を

高め、予防に関する正し

い知識を深め、健康的な

生活習慣を身につけまし

ょう 

・自分の身体を知り健康づ

くりに自ら取り組めるよう正

しい知識の普及啓発に努

めます 

・糖尿病の合併症について

の周知・啓発を行うととも

に、医療機関と連携し、教

室などを通して個々にあっ

た指導を実施し、糖尿病性

腎症重症化予防に努めま

す 

・子どもの頃から健康的な

生活習慣を身につけるた

めの教育を行います 

・特定健診の精密検査対  

象者に対して個別指導と

受診勧奨を実施します 
・自分の身体の状態を知り、糖尿病を予防する

ための健康的な生活習慣を身につけましょう 

・年に１回は健診を受け、精密検査が必要な場

合は必ず医療機関を受診しましょう 

  ・治療の必要がある場合は、適切な受診、服薬

を行い、重症化の予防をしましょう 

・年に 1回の健診受診の

機会を設けるとともに、結

果内容について正しい知

識を伝え、適切な受診指

導を行うなど重症化予防

の推進と受診しやすい環

境づくりをしましょう  

 

 

 

 



 

 

項目 
現状 

目標 出典 
対象者 （R4 年度） 

１ 特定健診において HbA1c5.6%以上の者の割合 
男性 51.4% 減少 

特定健診 女性 48.1% 減少 

２ 特定健診において要精検となった者の受診率 要精検者 97.5% 100% 

３ ★新規人工透析導入者数のうち糖尿病疾病者数 該当者 ５人 減少 

長野県国民

健康保険団

体連合会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

・がんに関する正しい知識を学びましょう 

・がんを予防するための健康的な生活習慣を身

につけましょう 

・がんへの関心を高め、が

ん予防に関する知識の啓

発、健康教育を行いましょ

う 

・がんに関する正しい知識を学びましょう 

・がんを予防するための健康的な生活習慣を

心がけましょう 

・年に１回はがん検診を受け、精密検査が必

要な場合は必ず医療機関を受診しましょう 

・がんのセルフチェックをしましょう 

・自覚症状がある場合は、早めに医療機関を

受診しましょう 

・がんの発症リスクを

下げる健康的な生活

習慣が送られるよう

情報提供をします 

・がん検診の受診方

法の周知や受診勧

奨を実施し、受診率

向上に努めます 

・がん検診の精密検

査対象者に対して個

別通知等での受診

勧奨を実施します 

 

・年に１回の検診受診機会

を設けるとともに、がんに

関する知識を深め、がん検

診や治療を受けやすい環

境を作りましょう 

・がんについての正しい知

識を伝え、早期発見、早期

治療のため、生活指導を

行いましょう。また、市や地

区と連携し、生活習慣病

の予防を推進しましょう 

 

・がん予防に関する正しい

情報の提供、健康教育を行

いましょう 

  

＊健康的な生活習慣の具体的な取組内容は、 

○ 第３章 「１ 健康に関する生活習慣の改善」に 

記載されている各重点分野の市民の取組と 

○ 第６章 「ライフステージに応じた行動目標」を 

あわせて取り組みましょう 



 

 

項 目 
現状 

目標 出典 
対象者 （R4 年度） 

１ がん検診受診率 

胃（35 歳以上） 9.9% 増加 

がん検診 

大腸（35 歳以上） 24.0% 増加 

肺（35 歳以上） 20.3% 増加 

乳房（30 歳以上の女性） 38.7% 増加 

子宮（20 歳以上の女性） 29.8% 増加 

２ 

 

がん検診において 

精密検査対象となった者

の受診率 

胃（要精検者） 95.9% 100% 

がん検診 

大腸（要精検者） 83.7% 100% 

肺（要精検者） 94.0% 100% 

乳房（要精検者） 96.3% 100% 

子宮（要精検者） 88.9% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 







指 標 対象者 
策定時の値 

（H28） 

直近値 

（R4） 
目標値 評価 出典 

④共食が楽しいと思う人の割合 
小学生 4 年生 92.8% 91.7% 増加 D 学校食生活 

アンケート 中学生 1 年生 87.5% 81.7% 増加 D 

⑤家族と一緒に楽しく食べること

を大切に思う人の割合 

保育園 

保護者 

年中児 

2 歳児 
94.5%（R2） 99.1% 増加 A 

保育園食生活 

アンケート 

⑥食べ物を残すことをもったい

ないと思う人の割合 

小学生 4 年生 87.7% 82.9% 増加 D 学校食生活 

アンケート 中学生 1 年生 89.0% 81.7% 増加 D 

⑦地域の食材や伝統的な食文

化を大切に思う人の割合 

保育園 

保護者 

年中児 

2 歳児 
41.6%（R2） 45.0% 増加 A 

保育園食生活 

アンケート 





 







・各家庭で共食の大切さ

を認識し実行するために

も、仕事と生活との調和

（ワークライフバランス）を

心がけましょう 

・家族や身近な人と食べることを楽しみ、基

本的な食事のマナーを身につけましょう 

・さまざまな食の体験を通して、食に関して 

興味を持ちましょう 

・子どもがさまざまな食育活

動を通じて、食に関心を持

ち、食べることを楽しめるよ

う食育を推進しましょう 

・家族や仲間とコミュニケーションをとりなが

ら食事をし、食べることを楽しみましょう 

・食事づくりにかかわることで食に関心を持

ち、感謝の気持ちを深めましょう 

・さまざまな機会を通じて食育の重要性を

理解し、食への関心を高めましょう 

・家族や仲間など身近な人と一緒にコミュニ

ケーションをとりながら、楽しく食べる機会を

増やしましょう。 

・食に関するさまざまな活動に積極的に取

り組み、習得した知識や経験を家族や仲間

と共有しましょう 

・「食育月間」や「食育

の日」などさまざまな

機会を通じて、食育へ

の関心が高まるよう

ICTを活用し食育情報

の普及啓発に努めま

す 

・子どもが、食事のマ

ナーやあいさつなどの

基本的な食習慣が身

につけられるよう取り

組みます 

・さまざまな保健事業

や食育活動を通じて、

共食の重要性と楽しさ

を周知します 

・食育にかかわる多様

な関係者との連携を

図り、食育の環が広が

るよう食育活動の支

援に努めます 

・地域の行事や活動にお

いて、子どもから高齢者

まで食を通じた交流を図

り、食を楽しみながらコミ

ュニケーションを深めまし

ょう 

・家族や仲間など身近な人と一緒に、食べ

ることを楽しみましょう 

・今まで培ってきた食に関する豊富な知識

や経験を活かし、次世代へ伝えましょう 
食育ピクトグラム 





・食品廃棄の削減のた

め、飲食店での会食の際

には食べきれる量を注文

し、食べ残しを減らす働き

かけをしましょう 

・食べ物や食にかかわる人に感謝し「もったいない」

という気持ちを持ち、食べ物を大切にしましょう 

・郷土の味に親しみましょう 

・食育活動に携わる関係

者と連携し、世代間交流

や講習会などを通じて郷

土料理や行事食を学ぶ機

会を作り、若い世代に地

域の食文化を伝えましょう 

・子どもの頃から「もったい

ない」という気持ちを育むと

ともに、地域の食材や食文

化への理解が深まるよう、

食育を推進しましょう 

・食の循環について理解を深め、食べ物の大切さ

を知り、「もったいない」という意識を高めましょう 

・行事食、郷土の味を知り、地域の食文化につい

て関心を深めましょう 

・今まで培ってきた郷土料理や地域の食文化に関

する知識や経験を活かし、次世代に伝えましょう 

・食の循環や環境を意

識した食生活が実践で

きるよう食育にかかわる

多様な関係者と連携を

図り、さまざまな機会を

通じて食育を推進します 

・保育園や学校などの

給食において地域食材

や郷土食を提供し、地

域の食や食文化に理解

を深め、郷土への愛着

が持てるよう食育を推進

します

・地域の食材が積極的

に使われるよう地産地

消を推進します 

・地産地消や食文化の

継承に取り組む個人や

関係者の活動を支援し

ます 

・食の生産から消費に至るまでの食の循環につい

て理解を深め、食べ残しや食品廃棄の削減に努め

ましょう 

・地域で生産された食材を積極的に食べるなど、

地産地消を心がけましょう 

・さまざまな食の取組により郷土料理や地域の食

文化を理解し、次世代へ伝えましょう 

・地産地消を推進するとと

もに、農林漁業体験の機

会を提供しましょう 

食育ピクトグラム 



 

 

 

項 目 
現状 

目標 出典 
対象者 R4年度 

１ 共食が楽しいと思う人の割合 

小学生 4年生 91.7% 増加 岡 谷 市 食

生活アンケ

ート（学校栄

養士会） 中学生 1年生 81.7% 増加 

2 
食べ物を残すことを 

もったいないと思う人の割合 

小学生 4年生 82.9% 増加 岡 谷 市 食

生活アンケ

ート（学校栄

養士会） 中学生 1年生 81.7% 増加 

3 
地域の食材や伝統的な 

食文化を大切に思う人の割合 

保育園

保護者 

年中児 

2歳児 
45.0% 増加 

保 育 園 食

生活アンケ

ート 

4 ★郷土食を知っている人の割合 

小学生 4年生 37.3% 増加 岡 谷 市 食

生活アンケ

ート（学校栄

養士会） 中学生 1年生 64.3% 増加 







 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 









『人口動態統計』と『地域における自殺の基礎資料』の違い



性別 年齢
職業
有無

同居
有無

自殺者数 割合

４０歳代～ 失業から生活苦、借金

５０歳代 家族間の不和

身体疾患から病苦

失業・退職から生活苦

介護の悩み、身体疾患

２０歳代～ 職場の人間関係、仕事の悩み

３０歳代 パワーハラスメント、過労

失業・退職、死別・離別

将来生活への悲観

※背景にある主な自殺経路は全国的に見て代表的と考えられる経路を示したもの

１４.６％

１４.６％

９.８％

７.３％

４.９％

背景にある主な自殺経路

同居

同居

独居

６

６

４

３

２

６０歳以上

６０歳以上

無職

無職

無職

有職

無職

３位

４位

５位

男性

女性

男性

男性

男性

１位

２位 ６０歳以上

同居

同居





97 96 96 95 94

6 6 6 4 4
16 24 21 20 23

37
40 41 46 36

29 17 30 29
28



2,205 2,249 2,379 2,319 2,384

5,006 5,008 5,103 5,001 4,923

23.2% 23.5% 24.4% 23.8% 23.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0

2,500

5,000

7,500

10,000











～国の数値目標～ 

令和 8 年までに 
平成 27 年より 
30%以上減少 
（13.0 以下） 

 

 R4 …6.2 



“基本理念”

健やかで心豊かに生活できるまち

“基本方針”

①生きることの包括的な支援として推進

②関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開

③対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動

④実践と啓発を両輪として推進

⑤関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進

⑥自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮

⑦新興感染症の影響を踏まえた対策

施 策

７ 無職者・失業者、生活困窮者への対策（重点） ８ 高齢者への対策（重点）

１ 地域におけるネットワークの強化（基本） ２ 自殺対策を支える人材の育成（基本）

３ 市民への啓発と周知（基本） ４ 生きることへの支援（基本）

５ 子どもへの支援（基本） ６ 働く世代への支援（重点）









　自殺を考えている人は悩みを抱えながらもサインを発しています。
　このようなサインに気付いたら早めに相談機関に相談しましょう。

①うつ病の症状に気をつける
早めに専門医を受診しましょう

②原因不明の身体の不調が長引く
うつ病は身体にもさまざまな症状がみられます

③酒量が増す
不眠は飲酒によっては改善しません

④安全や健康が保てない
ささいなことでトラブルを起こすなどの行動がみら

れる場合があります

⑤仕事の負担が急に増える
大きな失敗をする職を失う ⑥職場や家庭でサポートが得られない

⑦本人にとって価値のあるものを失う
職・地位・家族・財産など

⑧重症の身体の病気にかかる

⑨自殺を口にする
自殺の危険性が非常に高くなっています

⑩自殺未遂に及ぶ

自殺のサイン（自殺予防の十か条）

（厚生労働省 職場における自殺と予防）

【ゲートキーパーとは】 











＜岡谷市教育委員会 小中学校スクールソーシャルワーカー 弓田香織氏資料引用＞ 

 

人の力を借りながら、生きていくことが「自立する」ということです。自分の力だけで

生きていくことではありません。相談することは決して恥ずかしいことではありません。

気軽に相談できる社会をみんなで創っていきましょう。 

そのために、子どももおとなもみんなで力を合わせましょう。 







　○心身の健康 …心身ともに健康であること

　○安定した社会生活 …良好な家族・対人関係、経済状況など

　○支援の存在 …支援してくれる人がいたり、支援組織があること

　○利用可能な社会制度 …本人が利用できる制度があること

　○医療や福祉などのサービス …医療や福祉サービスを活用していること

　○適切な対処行動 …信頼できる人に相談すること

　○周囲の理解 …本人を理解する人がいる、偏見をもって扱われないこと

　○支援者の存在 …支援してくれる人がいたり、支援組織があること

　○その他 …本人の支えになるようなものがあること

（厚生労働省 ゲートキーパー手帳）自殺を防ぐために有効なもの







 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

1
地域創生
推進課

女性が抱える悩みに対応するため、女
性カウンセラーによる女性のための相
談窓口を設置

女性カウンセラーによる相談事業の中で、女性が何ら
かの困難に直面している状況を把握した際、関係機関
などの紹介や必要な支援に繋げる。

2
地域創生
推進課

男女だれもがお互いの人権を尊重し認
め合いながら、一人ひとりの個性と能力
を十分に発揮できる男女共同参画社
会の実現を推進

おかや市民のつどいや出張フォーラムなどを通じて、男
女ともに仕事と家庭生活を両立できる環境整備や、人
権尊重と心身の健康づくりなどの周知啓発に取り組
む。

3 秘書�広報課

平成18年7月豪雨災害の教訓を踏ま
え、災害時における情報提供と、行政
情報を市民へ提供することを目的に開
設

自殺対策に関する理解を広げるため、各種事業や支
援策などに関する情報を提供し、啓発活動に努める。

4 秘書�広報課

広報おかやの発行、ホームページなど
による市民への情報発信と、市民提案
ボックスや市政懇談会などによる市民
意見の聴取

これらメディアを活用した自殺対策の知識や相談支援
の情報発信と、寄せられた意見などの内容により、庁
内関係課と連携して対応する。

5 総�務�課
庁舎メンテナンス及び来庁者への案内
業務など

インフォメーション委託先業者には、ゲートキーパーな
どの視点から、来庁者の言動への気づきなどを業務の
一環として担ってもらう。

6 総�務�課
岡谷市職員人材育成基本方針を基本
に、計画的な職員研修の実施

自殺対策に関する特別研修を実施し、全庁的に自殺
対策を推進するための基礎（視野・視点）を養う。

7 総�務�課
適正な人事管理を行い組織の活性化
を推進

人事異動、職場環境による職員のメンタルヘルスに係
る部分への支援を、福利厚生事業により実施する。

8 総�務�課
職員の福利厚生の充実、生活の安定
と福祉向上

市民からの苦情や相談に応じる職員のストレスや事務
事業の実施に伴う精神的なストレスを緩和し、心身面
の健康増進を図るため、メンタルヘルス事業を実施す
る。

9 税�務�課
市の自主財源である市税の収納業務
や滞納整理などの実施

10 税�務�課
国民健康保険税の収納業務や滞納整
理などの実施

生きることの包括的な支援に資する関連施策(課別)

納税相談を行う中で、家庭状況など実態把握に努
め、内容に応じて本人了承のもと、庁内関係課や関係
機関につなげる。

国民健康保険税徴収事務

シルキーチャンネル事業

広報広聴事業

人事管理事務

職員福利厚生事務

市税収納事務

事業名

女性相談事業

男女共同参画推進事業

市役所庁舎管理事務

職員研修事務



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

11 危�機�管�理�室
住民一人ひとりの防災・減災意識の高
揚に向けた事業や、関係機関との連携
体制整備に関する業務

被災者、被災者を支援する者及び災害対応に従事す
る職員に対して、専門的な機関との連携強化の体制
を整え、メンタルヘルス対策を推進する。

12 危�機�管�理�室
土砂災害及び地震などの災害を想定し
た防災訓練の実施

避難所開設・運営訓練において、被災者の心のケアに
ついての理解を深める取り組みを推進する。

13 環境課
騒音・振動・悪臭・大気汚染・油漏・不
法投棄などへの対応

悪臭や騒音などの住環境に関するトラブルには精神疾
患の悪化などが絡んでいる場合もあることから、それら
住民からの苦情相談に対応する中で、必要に応じて
庁内関係課や関係機関へつなげる。

15 市民生活課 園内施設などの維持管理業務
管理料滞納者について、家庭状況など実態把握に努
め、内容に応じて本人了承のもと、庁内関係課や関係
機関につなげる。

16 市民生活課
交通事故により災害を受けた方への見
舞金支給制度

交通事故の加害者、被害者とも事故後は、さまざまな
困難や問題に直面し、自殺リスクが高まる可能性があ
る。それらの方の相談に対して、リーフレットなどにより
支援機関などの情報提供に努める。

17 市民生活課
消費者被害未然防止啓発、消費者問
題に取り組む団体への支援

消費生活上で困難を抱える方は自殺リスクが高い恐
れがあることから、抱えている他の課題も把握しながら
包括的な問題解決に向けた支援に取り組む。

18 医�療�保�険�課
各種申請の届出受付、保険料の収
納、広報、相談業務など

保険料を滞納している方の、家庭状況など実態把握
に努め、内容に応じて本人了承のもと、庁内関係課や
関係機関につなげる。

19 医�療�保�険�課
福祉医療受給資格者のうち、医療費の
支払いが困難である者に資金を貸し付
ける

貸付を受ける方は経済的な困難を抱えていることか
ら、家庭状況など実態把握に努め、内容に応じて本人
了承のもと、庁内関係課や関係機関につなげる。

20 医�療�保�険�課
障がい者が医療機関などを受診したと
きに、福祉医療費給付金を支給

障がい者とその家族はさまざまな課題を抱えている可
能性があるため、医療費助成の申請時に相談対応を
行った場合、内容に応じて庁内関係課や関係機関へ
つなげる。

事業名

防災、災害対策事業

防災訓練事業

生活環境対策事業

14 市民生活課 国民年金事務

福祉医療費給付事業
（医療費資金貸付）

福祉医療費給付事業
（障害者医療給付事業）

老齢基礎年金、障害年金、遺族年金
の説明、申請など

高齢者などの悩みを受けることもあるため、相談を受け
る職員などが、気づき役やつなぎ役としてのゲートキー
パーの役割を担えるよう努める。

内山霊園管理事業

交通災害共済事業

消費者行政事業

後期高齢者医療保険事業



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

21 医�療�保�険�課
子どもが医療機関などを受診したとき
に、福祉医療費給付金を支給

医療機関を頻回、重複受診している子どもの家庭は、
さまざまな課題を抱えている可能性があるため、医療
費助成の申請時に相談対応を行った場合、内容に応
じて庁内関係課や関係機関へつなげる。

22 医�療�保�険�課
母子、父子などが医療機関などを受診
したときに、福祉医療費給付金を支給

ひとり親家庭はさまざまな課題を抱えている可能性が
あるため、医療費助成の申請時に相談対応を行った
場合、内容に応じて庁内関係課や関係機関へつなげ
る。

23 医�療�保�険�課
国民健康保険への加入･喪失に伴う被
保険者資格の管理

新たな加入者の中には離職をされた方など、経済的・
精神的な課題を抱えている方もいることから、資格申
請などの際に生活状況など実態把握に努め、内容に
応じて本人了承のもと、庁内関係課や関係機関につ
なげる。

24 医�療�保�険�課
国民健康保険被保険者に対する保険
給付（療養費、高額療養費など）

保険給付の申請をされる方の中には、健康面や経済
面で不安を抱えている場合があることから、給付申請
などの際に生活状況など実態把握に努め、内容に応
じて本人了承のもと、庁内関係課や関係機関につなげ
る。

25 医�療�保�険�課
35歳以上の被保険者が人間ドックを受
ける際の費用の助成（滞納者を除く）

人間ドックの受診結果により、健康面で不安を抱える
場合があることから、補助申請などの際に精神状況な
ど実態把握に努め、内容に応じて本人了承のもと、庁
内関係課や関係機関につなげる。

26 医�療�保�険�課
高額な医療費などを要した被保険者に
対し、支給が見込まれる額の中から、
医療などに要する費用を貸し付ける

貸付を受ける方は経済的な困難を抱えていることか
ら、家庭状況など実態把握に努め、内容に応じて本人
了承のもと、庁内関係課や関係機関につなげる。

27 医�療�保�険�課
重複頻回の受診や重複投薬をされて
いる方に対し、適正な受診･治療につい
て指導を行う

事業対象者となる方は医療に何らかの悩みを抱えて
いる場合があることから、精神状況など実態把握に努
め、内容に応じて本人了承のもと、庁内関係課や関係
機関につなげる。

28 医�療�保�険�課
国民健康保険加入の世帯に対して、
保険税の課税管理を行う

納税相談を行う中で、家庭状況など実態把握に努
め、内容に応じて本人了承のもと、庁内関係課や関係
機関につなげる。

29 医�療�保�険�課
特定健康診査など事業をはじめとする
被保険者の健康維持増進のための保
健事業を行う

健康状態に何らかの不安などを抱えている方もいるこ
とから、健康状況など実態把握に努め、内容に応じて
本人了承のもと、庁内関係課や関係機関につなげる。

30 社�会�福�祉�課
障がいを理由とする差別の解消を推進
するため、相談窓口の設置、住民など
へ周知の実施

障がい者のライフステージに応じた相談支援の充実を
図り、障がいを理由とした差別の解消や虐待防止など
に取り組む。

国民健康保険事業
（人間ドック助成事業）

事業名

福祉医療費給付事業
（乳幼児医療給付事業）

福祉医療費給付事業
（母子家庭等医療給付
事業）

国民健康保険事業
（資格・管理事業）

国民健康保険事業
（保険給付事業）

国民健康保険事業
（医療費等貸付事業）

国民健康保険事業
（医療費適正化事業）

国民健康保険事業
（国民健康保険税課税
事務）

国民健康保険事業
（健康増進事業）

障がい者等福祉事業
（差別解消推進に関する
事務）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

31 社�会�福�祉�課
各種制度の概要や手続き方法等を紹
介するガイドブックを作成・配付

ガイドブックに相談窓口の一覧情報を掲載することで、
障がい者とその家族に対し、相談支援機関の周知を
図る。

32 社�会�福�祉�課
日常生活が困難な心身障がい児の社
会参加のための手当を支給する

手当支給手続きの際に、当事者や家族等との対面応
対する機会を活用し、悩みや不安等の実態把握に努
め、庁内関係課や関係機関とともに支援に取り組む。

33 社�会�福�祉�課
創作的活動や生産活動を通して社会
との交流や促進を図る

日中の居場所づくりになるとともに、日常生活の支援や
さまざまな相談への対応を図ることで、悩みや困りごと
を一人で抱え込むことのないよう支援に取り組む。

34 社�会�福�祉�課
障がい福祉関係者による連携を図り、
支援体制を強化するための協議を行う
ネットワーク組織

医療や福祉等の各種支援機関のネットワークであり、
各々の分野における課題の協議を通じて、虐待防止
等の推進を図る。

35 社�会�福�祉�課
重度の心身障害者の保健衛生の向上
及びその家族の身体的・精神的な負担
の軽減を図る

障がい者とその家族が何らかの課題を抱えている場合
に、訪問を通じて把握に努め、適切な窓口へつなぐ等
の支援に取り組む。

36 社�会�福�祉�課

障がいのある方が日常生活の訓練等
を受けたり、社会的な活動に参加する
際に、登録介護者が預かりサービスを
行う

障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就
労支援や日常的に介護している家族の一時的な休息
を支援する。

37 社�会�福�祉�課
諏訪地域に居住する障がいのある方、
家族、関係者の相談に応じ、必要な支
援や情報提供を行う拠点

基幹相談支援センターとして、必要に応じた適切な情
報提供、サービス利用に関する支援、きめ細かな相談
支援を実施する。

38 社�会�福�祉�課
自立訓練、就労移行支援、就労継続
支援A型B型、共同生活援助等の訓練
給付

39 社�会�福�祉�課

児童発達支援、医療型児童発達支
援、放課後等デイサービス、保育所等
訪問支援、居宅訪問型児童発達支
援、障害児相談支援

40 社�会�福�祉�課
高齢者や障がい者等交通弱者の交通
手段を確保

高齢者等の交通弱者が、健康で生きがいのある豊か
な生活が送れるよう、交通手段を確保することにより、
社会参加の促進を図る。

障がい福祉サービス利用希望者の認定調査や、計画
相談支援等を通じ、障がい者や家族の悩みや不安の
把握に努め、適切な支援へ繋げるとともに、事業者と
の連携強化を図り、課題解決に取り組む。

障がい児通所給付費等事業

福祉タクシー運行事業

事業名

障がい者等福祉事業
（ガイドブック作成）

障がい者等福祉事業
（重度心身障害児童福祉年
金支給事務）

障がい者地域生活等支援
事業
（地域活動支援センター運営
事業）

障がい者地域生活等支援
事業
（諏訪地域障がい福祉自立支
援協議会）

障がい者地域生活等支援
事業
（訪問入浴事業）

障がい者地域生活等支援
事業
（日中一時支援事業）

障がい者地域生活等支援
事業
（諏訪圏域障がい者総合支援
センター運営事業）

障がい者自立支援給付事業



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

41 社�会�福�祉�課
福祉総合相談として生活相談、法律相
談、行政相談、消費生活相談を実施

心配ごと相談や消費生活相談など、さまざまな相談に
対する相談体制を一本化することにより、複雑化・多
様化する相談内容に対して、きめ細かな相談支援に
取り組む。

42 社�会�福�祉�課
ひとり親家庭の生活安定と自立促進、
児童の健全育成を目的に支給

現況届け時などを通じ、子どもの養育状況、生活状況
の把握や仕事と子育てを両立する上での困りごとなど
の相談に対応し、必要な支援につなげる。

43 社�会�福�祉�課
ひとり親家庭が抱える課題に対し、母
子父子自立支援員などが相談支援を
行う

専任の母子父子自立支援員を配置することで、多岐
にわたる課題に対して、適切な支援を提供する。

44 社�会�福�祉�課
自立支援教育訓練給付、高など職業
訓練促進給付

ひとり親家庭の母を対象に、有利な資格取得を促進
するため給付金を支給し、就業による生活の安定と経
済的な自立を促すことで母子福祉向上を図る。

45 社�会�福�祉�課
行旅人を救護し、行旅の継続可能な
状態とする

当事者と対面で対応する機会には、問題解決へ向け
た相談支援に努める。

46 社�会�福�祉�課
保護を必要とする状態にある者に対
し、必要な保護を実施

生活に困窮する者に対して、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するととも
に、稼動能力のある者などについては、就労支援員に
よる就労支援を行い、自立を助長する。

47 社�会�福�祉�課
中国残留邦人の生活の安定を目的
に、生活支援給付などを実施

言葉の壁や風習の違いなどにより生活に馴染めないこ
とがないよう、定期的な訪問支援などにより生活状況
や課題を把握し、必要な支援につなげる。

48 社�会�福�祉�課

生活保護に至る前の段階の生活困窮
者に対し、自立相談支援事業の実施、
住居確保給付金の支給、その他の支
援を行う

生活就労支援センター「まいさぽ岡谷市」を中心に、
就労に関わる課題や、心身の不調、家計や家族の課
題など、生活困窮者が抱える課題を幅広く受け止め、
自立に向けた包括的な支援を行う。

49 社�会�福�祉�課 戦没者追悼式の実施
追悼式を通じて、恒久的な平和と安定、命の尊さなど
を考える機会とすることで、安全で安心して暮らすこと
のできるまちづくりを推進する。

50 社�会�福�祉�課

地域住民が、生涯にわたり住み慣れた
地域で健やかに暮らし続けるため、地
域でお互いに支えあう仕組みを整え、
住民の自立を支え、ともに生きる地域
づくりを行う

地域サポートセンターの一層の充実を図るとともに、地
域福祉ネットワーク会議などを通じ、地域や関係団体と
の連携・融合を図り、見守り体制や支援体制などの地
域福祉推進に向け取り組む。

身元不明者等扶助事業

事業名

生活福祉相談事業

児童扶養手当支給事業

母子相談事業

母子家庭等自立支援給付
事業

生活保護事業

中国残留邦人等生活支援
事業

生活困窮者自立支援事業

戦没者慰霊祭開催事業

地域福祉推進事業
（地域サポートセンター事業）
（地域福祉ネットワーク会議）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

51 社�会�福�祉�課
民生児童委員の活動、運営に対する
支援

地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役
など、地域福祉を担っていただいていることから、連携
を強化しながら、課題を抱える方の把握と支援に、とも
に取り組む。

52 社�会�福�祉�課
人権啓発活動や人権擁護委員による
相談事業

一人ひとりがかけがえのない存在として人権が尊重さ
れる社会づくりを目指し、街頭啓発、幼児啓発、人権
擁護委員による人権相談などを実施する。

53 社�会�福�祉�課
被災者及び被災世帯に対し、災害弔
慰金、災害見舞金・災害障害見舞金
などを支給

見舞金の支給や資金貸付により、被災被害を費用面
で支援し、生活不安を取り除く一助とする。

54 社�会�福�祉�課
災害時要配慮者（避難行動要支援
者）の的確な把握と個別計画を策定

要配慮者への支援・計画策定を通して、要援護者や
避難支援者、地域とのコミュニケーションを図ることで、
地域での見守り活動につなげる。

55 社�会�福�祉�課 困難な問題を抱える女性の相談・支援
パートナーなどからのDVや売春・ストーカーといった困
難な問題を抱える女性の相談に応じるとともに、個々
の状況に応じた適切な援助を行う。

56 介�護�福�祉�課
要支援者、総合事業対象者に対する
ケアプランの作成、相談・訪問支援

ケアプランの作成や訪問などを通じ、対象者の心身の
状況や家庭状況などを把握し、適切な支援に努める。

57 介�護�福�祉�課
介護予防教室の案内や介護予防教室
の開催

運動器の機能向上、栄養改善、認知症予防など、総
合的な介護予防の普及啓発と教室を開催し、健康で
いきいきした生活が送れるよう支援する。

58 介�護�福�祉�課 生きがいデイサービス事業
家に閉じこもりがちな高齢者の生きがいづくりと心身のリ
フレッシュのため生きがいデイサービス事業を実施す
る。

59 介�護�福�祉�課
住民主体のグループ活動に対する支
援事業

地域で介護予防活動を行っているグループに対して、
専門職の派遣や相談支援を行い、自ら心身の健康保
持に取り組めるよう支援する。

60 介�護�福�祉�課
ケアマネジメント研究部会、サービス事
業者など連絡会の開催

専門職の集まりであることから、会議を通じてゲート
キーパーとしての役割も担えるよう、研修や情報交換・
共有に努める。

困難な問題を抱える女性支
援推進等事業

事業名

民生児童委員協議会活動支
援事業

人権擁護推進事業

災害被災者支援事業

緊急時、災害時要配慮者支
援事業

介護予防・生活支援サービス
事業
（介護予防ケアマネジメント事
業）

一般介護予防事業
(介護予防把握事業・(通所型
介護予防事業等)

一般介護予防事業
（地域介護予防活動支援事
業）

一般介護予防事業
（地域リハビリテーション活動
支援事業）

包括的支援事業
（包括的・継続的ケアマネジメ
ント事業）
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61 介�護�福�祉�課
司法書士による無料法律相談、高齢
者虐待に関する対応

高齢者の虐待防止に向け、関係機関と連携しながら
早期発見、早期対応に努めるとともに、適切な保護措
置などを行い、心身の健康保持と生活の安定を図る。

62 介�護�福�祉�課
地域包括支援センターでの総合相談
事業

広く市民の相談に応じ、適切な支援へ繋ぐとともに、継
続的な見守りなどを行うため、戸別訪問などにより高齢
者やその家族の状況などの実態把握を行い、総合的
な支援を行う。

63 介�護�福�祉�課

支援が必要な高齢者が、在宅生活を
継続していくために必要となる生活支
援・介護予防サービスの提供体制の構
築

生活支援コーディネーターを中心に、地域の高齢者の
生活ニーズの把握や、地域資源の発掘などを実施し
ながら、一層の地域での支え合い体制の構築を図る。

64 介�護�福�祉�課
認知症初期集中支援チーム、認知症
サポーター養成、認知症カフェ支援な
ど

認知症の方とその家族へさまざまな支援を行う中で、
その家族の状況などの実態把握を行い、関係機関な
どが連携しながら、総合的な支援を行う。

65 介�護�福�祉�課
支援困難ケースの検討・解決、情報共
有のためのネットワークの構築

尊厳を持った生活を地域で継続できるよう、関係機関
とのネットワークの強化を図るとともに、ケア会議を通じ
個々の課題や、地域課題を把握し、その支援に向け
取り組む。

66 介�護�福�祉�課
切れ目ない在宅医療と介護が一体的
に提供される体制づくり

検討委員会においてさまざまな生活課題を抱える高
齢者への対応を検討するとともに、有効な支援に取り
組めるよう、多職種連携により推進を図る。

67 介�護�福�祉�課 高齢者クラブ活動補助金、シルバー人
材センター補助金

高齢者相互の親睦と交流や、社会奉仕活動を支援す
ることにより、健康の保持につなげる。
また、高齢者の就業機会を提供することにより、生きが
いの創出と社会参加の拡大を図る。

68 介�護�福�祉�課

・介護保険該当者などに対する支援
サービス
・在宅での理美容サービス
・住宅改修の助言指導
・安否確認などのための電話の貸与
・暮らしの安全確保のための生活用具
の給付

各事業の手続きなどを通じ、本人や家族などとの関わ
りの中で、家庭状況など実態把握に努め、支援が必要
な場合は、庁内関係課や関係機関につなげる。

69 介�護�福�祉�課
民生児童委員、地域を中心とした見守
り活動

ひとり暮らし高齢者などの孤立を防ぐため、民生児童
委員や地域の見守り協力員などの協力により、日常生
活の見守り活動を推進する。

70 介護福祉課
徘徊などの恐れのある方を警察署と情
報共有し早期発見に繋げる

徘徊などによる帰宅困難者や行方不明の恐れのある
方の情報を、事前登録により警察署と情報共有し、早
期発見・保護と家族の負担軽減を図る。

包括的支援事業
（地域ケア会議推進事業）

事業名

包括的支援事業
（権利擁護事業）

包括的支援事業
（総合相談事業）

包括的支援事業
（生活支援・介護予防の体制
整備事業）

包括的支援事業
（認知症施策推進事業）

包括的支援事業
（在宅医療・介護連携推進事
業）

高齢者生活支援事業

要援護高齢者生活支援等事
業
(いきいき生活支援ｻｰﾋﾞｽ)
(訪問理美容ｻｰﾋﾞｽ事業)
(住宅改修アドバザー事業)
(福祉電話の貸与事業)
(日常生活用具給付事業)

要援護高齢者生活支援等事
業
（見守り安心ネットワーク
事業）

要援護高齢者生活支援等事
業
（あったか見守りネットワーク事
業）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

71 介�護�福�祉�課
経済的・環境的理由により自立した生
活が困難な高齢者に対する養護老人
ホームの入所措置手続き

入所手続きなどを通じ、本人や家族などとの関わりの
中で、家庭状況など実態把握に努め、支援が必要な
場合は、庁内関係課や関係機関につなげる。

72 介護福祉課
介護サービス提供事業所の利用者に
対する相談など

介護相談員が介護サービス事業所などを訪問し、利
用者の疑問や不満、悩みなどを解消することや、介護
に携わる職員の悩みやストレス原因について事業者へ
つなぐなどの橋渡し役を務める。

73 介護福祉課
緊急通報端末を貸与し緊急事態など
への対応を図る

急病時や緊急時など、有事の際の利用者の生活を支
援するとともに、利用者からの端末（電話機能）による
健康相談に、専属の看護師が助言を行う。

74 介護福祉課
ひとり暮らし高齢者などで食の自立支
援が必要な方への配食サービス

虚弱な高齢者などに対し、食の自立・栄養バランスの
とれた食事を提供することで介護予防を図るとともに、
配食サービス事業所による安否確認を行う。

75 介護福祉課
介護者などへの、介護知識の普及啓
発、介護者相互の交流、介護に関する
悩みなどの相談

介護者などが悩みを共有し、情報交換を行う機会や、
心身のリフレッシュに繋がる機会を提供し、介護者など
の身体的・精神的負担の軽減を図る。

76 介�護�福�祉�課
諏訪広域連合で運営する介護保険事
業のうち市町村が担う事務

認定事務や保険料徴収事務、軽減制度の事務を通
じ、本人や家族などとの関わりの中で家庭状況など実
態把握に努め、支援が必要な場合は、庁内関係課や
関係機関につなげる。

77 子�ど�も�課
子ども・若者育成支援計画の推進
子ども・子育て支援事業計画の推進

両計画に基づくさまざまな施策と、自殺対策とを連動
させ、妊産婦や子育て世帯への支援強化を図る。

78 子�ど�も�課

保護者のリフレッシュを図ることを目的
に1歳以上2歳未満の子育て世帯に保
育所で一時的な保育サービスを無料
で提供する

保護者などの心身のリフレッシュと育児負担の軽減を
図る。

79 子�ど�も�課
要保護児童などの早期発見、保護、支
援、関係機関との情報交換、連絡調整
など

80 子�ど�も�課
家庭に関する様々な心配や不安、悩
みの相談を受け、助言、指導、支援な
どを行う

家庭介護者支援事業

事業名

施設福祉サービス事業

その他事業
（介護相談員派遣事業）

その他事業
（24時間緊急時駆けつけ安心
サービス事業）

その他事業
（配食サービス事業）

介護保険事務
（要支援・要介護認定事務）
（介護保険料徴収事務）
（低所得者に対する軽減
制度）

子ども・若者育成支援計画及
び子ども・子育て支援事業計
画の推進

子育てパパ・ママリフレッシュ
事業

要保護児童対策地域協議会
(児童虐待防止対策の推進) 子どもへの虐待は、家庭に困難な課題があることを示

すシグナルであり、虐待の経験は、健全な成長に影響
を及ぼすことから、支援を通じて問題の深刻化を防ぎ、
適切な対応に取り組む。
また、それぞれの相談機関が専門性を活かした適切
な支援と、子どもの成長に合わせた途切れない支援
体制の充実を図る。家庭児童相談員設置事業



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

81 子�ど�も�課
心身の発達に支援を必要とする児童へ
の療育などの支援と、その保護者への
相談などの支援

保護者が子育てのほかさまざまな課題を抱えている可
能性があるため、通園機会に相談対応を行い、内容
に応じて庁内関係課や関係機関へつなげる。

82 子�ど�も�課

保育園などの巡回、職員や保護者に
対する助言及び就学への指導などの
支援、専門機関などとの連携による療
育支援など

コーディネーターの保護者への相談支援の中で、家庭
状況や悩みなどの実態把握に努め、内容に応じて、庁
内関係課や関係機関につなげる。

83 子�ど�も�課
個別指導など支援が必要な児に対し、
あそびを通してよりよい生活習慣や親
子関係の構築を図る

84 子�ど�も�課
ことばや発達の遅れや発音などが気に
なる就学前の子どもに対する専門の指
導員による支援

85 子�ど�も�課
保護者支援プログラムの有資格者によ
る各種教室を通じた保護者支援

86 子�ど�も�課
保育士や教員の障がい児への対応力
や適正なクラス運営の向上を目的に、
専門家による指導を実施

巡回支援の中で、保育士や教員と連携しながら、家庭
状況や悩みなどの実態把握に努め、内容に応じて、庁
内関係課や関係機関につなげる。

87 子�ど�も�課
地域の子育て支援の拠点として、子育
てに関わるさまざまな事業を実施

保護者が集い交流できる場を設けることで、心身のリフ
レッシュと育児負担の軽減を図る。
また、子育て中の保護者からの育児に関する各種相
談に応じることで、問題を抱える保護者の支援に繋げ
る。

88 子�ど�も�課 公立・私立保育園の保育運営

89 子�ど�も�課
保護者の就労に合わせて必要な保育
サービスの提供の実施

90 子�ど�も�課 保育料などの徴収や滞納整理の実施
徴収事務や分納相談を行う中で、家庭状況など実態
把握に努め、必要な支援の実施と、内容により庁内関
係課や関係機関につなげる。

教室へ参加される保護者対応の中で、家庭状況や悩
みなどの実態把握に努め、内容に応じて、庁内関係
課や関係機関につなげる。

発達支援事業
（ことばの教室）

発達支援事業
(保護者支援プログラム実施
事業)

保育園運営事業
（保育料等徴収事務）

事業名

子ども発達支援センター事業

発達支援事業
（育成支援コーディネーター
事業）

発達支援事業
（フォローアップ教室事業）

発達支援事業
（保育園巡回支援事業）

子育て支援館「こどものくに」
管理事業
子育て支援センター事業

保育園運営事業
（通常保育） 保育の提供の中で、毎日接する保護者の家庭状況や

悩みなどの実態把握に努め、内容に応じて、庁内関
係課や関係機関につなげる。
また、保育士がゲートキーパーの役割を担えるよう研
修などを実施する。

保育園運営事業
（特別保育　長時間保育、
一時保育、休日保育）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

91 子�ど�も�課 児童手当法に基づく手当の給付事務
申請時などを通じ、子どもの養育状況、生活状況の把
握や困りごとなどの相談に対応し、必要な支援につな
げる。

92 健�康�推�進�課
健康増進計画の推進
食育推進計画の推進

両計画に基づくさまざまな施策と、自殺対策とを連動
させ、課題を抱える市民への支援強化を図る。

93 健�康�推�進�課
地域で活動する保健委員連合会の活
動や運営に対する支援

地域住民の健康への関心を高め、健康づくりを実践で
きるよう、保健委員と連携して取り組む。
また、保健委員がゲートキーパーの役割を担えるよう
研修などを実施する。

94 健�康�推�進�課
講演会時に生きることの包括的な支援を取上げたパネ
ル展示や、リーフレットの配布を行い、市民への周知・
啓発に取り組む。

95 健�康�推�進�課
ゲートキーパー養成講座を開催するとともに、健康づく
りに向けた各種施策との連動性を高めることで、生きる
ことの包括的支援（自殺対策）の拡充を図る。

96 健�康�推�進�課

イベント時に生きることの包括的な支援を取上げたパネ
ル展示や、リーフレットの配布を行い、市民への周知・
啓発に取り組む。
また、各種講座の中で、自殺問題とその対応について
触れることにより、市民の理解促進を図る。

97 健�康�推�進�課
健康、栄養、歯に関わる健康相談など
を実施

相談や訪問などを通じて、本人のみならず家庭の状況
などを把握し、必要に応じて関係機関の紹介や、課題
解決に向けた連携支援を実施する。

98 健�康�推�進�課

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの早期発見のため
「特定健診」を行い、生活習慣の改善
が必要な場合は「特定保健指導」を行
う

健康診断などの機会を通じ、本人の生活状況の把握
や困りごとなどの相談に対応し、必要な支援につなげ
る。

99 健�康�推�進�課
妊娠届の受理を行い、母子健康手帳
を交付

手帳交付時に、マタニティアンケートを実施し、妊婦の
健康状態や生活状況を把握し、必要な保健指導を行
う。また、保健師を対象に、自殺のリスクや支援のポイ
ントなどに関する研修を実施し、自殺対策を踏まえた
対応の強化を図る。

100 健�康�推�進�課

母性並びに乳幼児の健康の保持増進
を図るため、妊産婦、乳幼児及びその
家族などに対して、各種教室や相談事
業を実施

育児や母乳相談、パパママ教室などの機会を通じ、本
人の生活状況の把握や困りごとなどの相談に対応し、
必要な支援につなげる。

生活習慣病予防をはじめ、健康の保持
増進を図るための正しい知識を提供す
るため、健康づくり講演会や運動講習
会、イベントや各種教室、健康相談な
どを実施し、市民の健康の保持増進の
ための啓発などを実施

健康づくり推進事業
（自殺対策推進事業）

健康づくり推進事業
（イベント・各種講座等）

健康づくり推進事業
（健康相談、訪問指導）

特定健診
特定保健指導

母子保健事業
（母子健康手帳の交付）

母子保健事業
（相談事業・教室事業）

事業名

児童手当給付事業

健康増進計画及び食育推進
計画の推進

保健委員会活動支援事業

健康づくり推進事業
（健康づくり講演会）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

101 健�康�推�進�課
不妊治療などを行っている夫婦に医療
費の一部を助成し、経済的負担の軽減
を図る

申請時に、本人の状況を聞き取ることで、必要な相談
支援（助産師による個別相談など）につなげる。

102 健�康�推�進�課
養育のために入院が必要な未熟児に
対して、その養育に必要な医療費の支
給を行う

申請時に、母親の健康状況・精神状況などを把握し、
必要な相談支援につなげる。

103 健�康�推�進�課

助産師による「乳房マッサージなど乳
房管理指導」、「沐浴・授乳育児指導
など」を医療機関などに委託し実施
育児・家事などの援助をするの支援員
の派遣

産後うつや育児によるストレスなどを抱える母親もある
ことから、出産直後の早期の段階から専門家が関与
し、問題の聞き取りを踏まえて必要な助言・指導を実
施し、必要に応じて専門機関への繋ぎなどの対応を推
進する。

104 健�康�推�進�課
妊娠や出産にかかわる相談や思春期
から更年期まで女性の健康に関する相
談に、助産師が個別相談を実施

相談などを通じて、本人のみならず家庭の状況などを
把握し、必要に応じて関係機関の紹介や、課題解決
に向けた支援を行う。

105 健�康�推�進�課
妊婦の健康状態や、精神状態・生活環境などを把握
しながら、医療機関や地域と連携することで、必要な
方への支援を早期から開始する。

106 健�康�推�進�課

子どもの歯科健診は、家庭の生活状況や抱える問題
などを把握する機会となる。また、乳幼児健診全般を
通し、課題を抱える家庭への支援や虐待防止などの
各種施策と連動させていくことで、幼児のみならず、そ
の親を含めて包括的な支援を展開する。

107 健�康�推�進�課
乳幼児のいる家庭を訪問し、乳幼児健
診や予防接種をはじめ育児に関する情
報の提供と相談支援を実施

母親との面談時に異変や困難に気づき、問題があれ
ば関係機関につなげるなど、自殺対策を踏まえた対応
の強化を図る。そのために、保健師を対象に、自殺のリ
スクや支援のポイントなどに関する研修を実施する。

108 健�康�推�進�課
岡谷市食育推進計画に基づき、栄養
講座などの実施など、食を通じた健康
づくりを推進

生活習慣病などに罹患する方の中には、日常生活に
課題を抱える方も少なくないため、支援が必要な方の
生活状況などの把握を行いながら、個別相談や継続
的な支援を実施する。

109 健�康�推�進�課
基本健康診査、がん検診など各種健
診の実施

健康診査の受診案内通知に、生きる支援に関する
リーフレットやチラシを同封し、広く周知と啓発に取り組
む。

110 健�康�推�進�課
休日における医療確保のため、医師会
に委託

111 健�康�推�進�課

夜間、休日における入院治療を必要と
する重症緊急患者の医療確保のため、
諏訪広域連合で諏訪地域の6病院を
指定し運営

通常時間外に救急処置が必要となった方の中には、
自殺リスクに関わる課題を抱えているケースもあるた
め、医療機関などとの連携を強化し、必要な支援につ
ながるよう取り組む。

病院群輪番制病院運営事業

妊婦及び乳幼児の健康の保持増進
や、疾病の早期発見のための健康診
査と、必要な保健指導を実施

母子健康診査事業
（乳幼児健康診査）

乳幼児家庭訪問指導事業

栄養改善事業

各種健康診査

休日在宅当番医制事業

母子健康診査事業
（妊婦一般健康診査）
（産婦健康診査）

事業名

母子保健事業
（不妊及び不育症治療費等
助成事業）

母子保健事業
（未熟児養育医療給付事業）

母子保健事業
（授乳・育児相談等事業助成
券や産後ママサポート事業）

母子保健事業
（女性のための健康相談）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

112 工�業�振�興�課

諏訪湖勤労者福祉サービスセンターと
連携し勤労者の福利厚生の充実を図
るとともに、労働者の生活安定のため
資金融資を実施

諏訪湖勤労者福祉サービスセンターの窓口、ＰＲコー
ナーに生きる支援に関するリーフレットやチラシを設置
するほか、広報誌に掲載することにより、広く周知と啓
発に取り組む。

113 工�業�振�興�課
若年者の就労相談や就職面接会など
若年者の就労支援の実施

就労に関する相談支援のみならず、こころの悩みを抱
えた若者の相談にも対応し、必要に応じて適切な支援
先へつなぐ。

114 工�業�振�興�課
女性や高齢者などの多様な人材に向
けたセミナーの開催、転職・移住者向
け就職説明会の開催

金融のしおりや、ホームページに労働に関する諸問題
への対応を行う機関の情報などを掲載し、広く労働者
に対して支援先の周知啓発を行う。

115 工�業�振�興�課
労政全般の各種施策の周知、労働に
関する巡回労働相談の実施

窓口、ＰＲコーナーに啓発用リーフレットなどを設置する
とともに、労働に関する相談支援のみならず、こころの
悩みを抱えた労働者の相談にも対応し、必要に応じて
適切な支援先へつなぐ。

116 工�業�振�興�課
中小企業が抱えている経営課題などに
専門のアドバイザーなどが対応

相談時に経営上の悩みなどを把握し、必要に応じて
適切な支援先へつなぐ。

117 工�業�振�興�課
産業振興の拠点施設として、施設の適
切な維持管理と、市内企業の施設利
用の促進

窓口、ＰＲコーナーに生きる支援に関するリーフレットや
チラシを設置し、広く周知と啓発に取り組む。

118 工�業�振�興�課
市内企業が必要とする事業資金の円
滑な調達を支援

融資の機会を通じて、企業の経営状況と、経営難など
によりこころの悩みを抱えている経営者の状況を把握
し、必要に応じて適切な支援先へつなげる。

119 商業観光課
小売店舗の整備改善支援や、商業会
などへの各種補助事業

補助申請や相談を受ける中で、各種専門家に相談で
きる機会を提供するとともに、経営者が抱えるさまざま
な課題を把握し、必要に応じて適切な支援先につなげ
る。

120 商業観光課
岡谷TMOが行う、賑わいイベント事業、
経営アドバイス事業、商業活性化事業
の負担金

経営者に健康管理の必要性と重要性を周知・啓発す
るため、商工会議所などで開催されるセミナーでの研
修機会に努める。

121 ブランド推進室
文化振興と市民福祉の増進を図ること
を目的に、舞台芸術の鑑賞や文化創
造の場の提供

文化芸術にふれ、楽しみながら創造活動に参加する
ことは、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらし、豊か
な人間性を育むことから、幅広い年代層・市民ニーズ
に対応した様々なジャンルの催物を開催する。

テクノプラザおかや管理事業

中小企業金融対策事業

商業振興事業

中心市街地活性化事業
（岡谷ＴＭＯ運営事業負担
金）

岡谷市文化会館管理運営
事業

中小企業経営技術相談事業

事業名

勤労者福利厚生事業

若年人材確保事業

求人、求職対策事業

労務管理事業



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

122 都�市�計�画�課
市営住宅の維持管理、改修及び修繕
などの実施

低所得者や高齢者の入居者があることから、入居の
際の啓発や、管理人への自殺対策の理解を深める取
り組み、また、ゲートキーパーの役割を担えるよう、職
員研修などに努める。

123 都�市�計�画�課 空家の適正管理と有効活用の推進
相談時に生活上の悩みなどを把握し、必要に応じて適
切な支援先へつなぐ。

124 水�道�課
料金滞納者に対する料金徴収（集金）
事務、給水停止執行業務

125 水�道�課
使用料滞納者に対する使用料徴収
（集金）事務

126 教育総務課
児童生徒及び教職員の心身の健康
管理

保護者、教職員に対して、健康に生きるための情報な
どを周知するとともに、健康管理を通じて、児童生徒及
び教職員の心身の健康保持増進を促し、支援が必要
な要支援者の早期発見、早期対応に取り組む。

127 教育総務課
広島平和体験研修など、命の尊さや平
和の大切さを育む心の教育を実践

広島平和体験研修では、命の尊さや、平和の大切さ
を学ぶとともに、いじめ根絶子ども会議や生徒会活動
を通じて、児童生徒自身が命の大切さを学ぶ機会を
確保する。
教職員研修などにより、自殺対策に関する研修などを
実施し理解を深める。

128 教育総務課
岡谷ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｶﾘｷｭﾗﾑ、ものづくり体
験学習、岡谷版ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの取り
組みの促進

児童生徒が活き活きと学校生活を送れるよう、魅力あ
る学校づくりを推進する。

129 教育総務課
学校評議員の参画、岡谷版コミュニ
ティスクールの展開、地区懇談会の開
催など

学校評議員や地域住民が参加する様々なボランティ
ア活動、子どもの健全育成をすすめる会などを通じて、
地域に生きる子どもたちの健全育成に向けた情報交
換や予防知識を共有し、地域ぐるみによる子どもの支
援を推進する。

130 教育総務課

児童生徒の登下校中の見守りや、長期
休業中の生活指導、通学路の危険箇
所の点検、「安心の家」との連携、ふれ
あいタイム推進事業など

登下校時の児童生徒の命を守る見守り活動や、自ら
危険を回避できるよう、危険個所マップや地域の「安
心の家」の周知を図り、安心、安全な学校生活を推進
する。

131 教育総務課
高校、大学などに就学する生徒及び学
生に育英基金の貸付及び償還事務

申請などの機会を通じ、生徒や学生の生活状況の把
握に努め、ケースに応じて適切な相談支援先につなげ
る。

徴収員がゲートキーパーの役割を担えるよう研修を実
施し、課題を抱える家庭の実態把握に努め、必要に応
じて適切な支援先へつなげる。
また、必要に応じて生きる支援に関する相談先情報の
案内を行う。

下水道収益事業

岡谷市育英基金奨学金事業

事業名

市営住宅管理事業

空き家対策事業

水道収益事業

学校健康管理事業

教育施策推進事業

活力ある学校づくり推進事業

地域に開かれた学校づくり
事業

児童生徒の安全対策事業



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 担当課 事業概要 自殺対策の視点を加えた事業の方向性

132 教育総務課
教育委員会事務局及び、学校関係県
費職員の人事管理

教育委員会事務局及び、学校関係職員に対する自
殺予防のための研修などを取り組むとともに、職員の心
身の変調や悩みの早期発見、早期対応に努める。

133 教育総務課
就学支援委員会の開催、特別支援教
育支援員の配置、特別支援教育コー
ディネーター連絡会の開催

134 教育総務課

子育て・子育ちに関する総合的な相談
支援の実施、児童生徒に対するいのち
を大切にする学習や、SOSの出し方に
関する授業などの実践

135 生涯学習課
岡谷市人権に関する基本方針に基づ
き各種人権教育講座などを実施

一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される社
会の実現に向け、各種講座などの充実に努める。

136 生涯学習課
少年愛護委員と連携し、青少年の健全
育成のため市内のパトロールの実施

委員がゲートキーパーの役割を担えるよう研修を実施
するとともに、パトロールを通じて課題を抱える青少年
の実態把握に努め、必要に応じて適切な支援先へつ
なげる。

137 生涯学習課
青少年問題協議会の開催、青少年へ
の野外活動を通じた社会性の習得など

協議会において、青少年の抱える問題や自殺の危機
などに関する情報を共有し、地域の連携体制の強化
に努める。

138 生涯学習課
図書資料などの管理、貸出、閲覧、読
書普及活動など

読書は情操教育にもつながり、こころの安定や他者と
のコミュニケーションのきっかけ作りになることから、一
層の読書普及に努める。

139 生涯学習課
ボランティア登録された方の学校・社会
教育活動への参画

特技や専門知識のある方、生涯学習推進に意欲のあ
る方などが、学校・社会教育活動に参画いただくこと
で、生きがいづくりを推進する。

141 スポーツ振興課 各種スポーツ大会及び教室の開催
スポーツを通じ、健康で明るく生きがいのある生活を送
れるよう、各種スポーツ大会、教室及びスポーツイベ
ントを開催する。

142 スポーツ振興課 スポーツ活動への支援
スポーツは、心と体のリフレッシュにつながることから、
スポーツ推進委員とともに、スポーツ活動の推進に努
める。

スポーツ推進委員活動支援
事業

事業名

教育委員会事務局運営事務

特別支援教育推進事業 さまざまな悩みを抱える児童生徒に対して、子ども総
合相談センターを中心に、心の教室相談員、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門
家と連携を図りながら、総合的な相談・支援に取り組
むほか、いのちの大切さを学ぶ学習や、SOSの出し方
を学ぶ授業などの実践を通じて児童生徒のしなやかで
強い心を育む。子ども総合相談センター事業

人権教育推進事業

青少年非行防止活動事業

青少年活動育成支援事業

読書普及活動事業

学びのおかやサポート事業

スポーツ振興事業



 

 

◆こころの相談に関すること

相談時間等

毎日（年中無休）
  11:00～22:00

０２６－２２３－４３４３
０２６３－８８－８７７６

長野いのちの電話
松本いのちの電話

毎日（年中無休）
  10:00～22:00 ０５７０－７８３－５５６

ナヤミ　　　ココロ
ナビダイヤル

（全国各地のいのちの電話のうち、空いている

電話につながります）

毎月10日のみ（24時間対応）

  8:00～翌朝8:00
０１２０－７８３－５５６

フリーダイヤル

自殺予防いのちの電話

平日(土、日、祝日、年末年始休み)

  8:30～17:15
０２６－２６６－０２８０

平日(土、日、祝日、年末年始休み)

　9:30～16:00(16時で通話終了)
０２６－２１７－１６８０

平日(土、日、祝日、年末年始休み)

　9:30～16:00

月曜日～金曜日
18：30～22：30（最終受付：22時）

日本精神保健福祉士協会
日本公認心理師協会

月１回　原則
偶数月　第３火曜日
奇数月　第１金曜日
　14:00～16：00　（予約制）

月１回　原則第４金曜日
　14:00～16：00（予約制）

平日（祝日、年末年始を除く）
　8：30～17：15

２３－６１４１
（岡谷市健康推進課内）

岡谷市保健センター

女性相談員による相談
（面談・電話相談）

月～金8：.30～17：15 23-4811（内線1259） 社会福祉課

カウンセリング（要予約）  毎月第3火曜10:00～15:50  23-4811（内線1362） 地域創生推進課

電話相談

面談（要予約）

法律相談（要予約）  第1木曜13:00～16:00

カウンセリング（要予約）  第2土曜・第4金曜10:00～15:00

 金曜17:00～19:00
 ただし5/5、8/11、11/3、
12/29、2/23、3/29は休み

 22-7111

 毎日24時間対応
#8891 (全国共通短縮ダイヤル)

026-235-7123

長野県性暴力被害者
支援ｾﾝﾀｰ

“りんどうハートながの”

 毎日24時間対応  026-219-2413 長野県県民文化部こども・家庭課

 月～金9:00～17:00
 23-4811（内線1226）
★虐待通報電話
　　23-4767（24時間対応）

子ども課

 月～金8:30～17:15

毎月第２水曜日　13：00～16：00

（上記の他、相談者の要望に応じて日程

調整により適宜実施）

 月～金8:30～17:15  22-3454 岡谷労働基準監督署

 月～金8:30～17:15  0265-76-6833
県南信労政事務所
(伊那合同庁舎内）

 0265-76-6833
県南信労政事務所
(伊那合同庁舎内）

 21-7000
ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかや
（工業振興課）

心の電話相談
　（心の電話相談員による相談）

こころの健康相談統一ダイヤル

こころの健康相談
　（精神科医師による相談）
いらいらする、眠れない、ひきこもり、アルコール、 薬物、ギャンブ

ル依存などに関する相談

思春期相談
　（精神科医師による思春期の心の相談）

一般健康相談　電話相談・面談（要予約）
　（保健師による心と体の相談）

 中小企業経営技術相談

◆女性・子どもの人権、困りごと、悩みごと等に関すること

◆労働・就職に関すること

５７－２９２７

連絡先

長野県精神保健
福祉センター

０５７０－０６４-５５６

 諏訪保健福祉事務所

相談事項

生きることがつらいとき
さまざまな心の悩み、苦しみなどに関する電話相談

精神保健に関する相談
依存問題、ひきこもり、発達障がい、その他の心の健康に関する

相談

 21-7000
ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかや
（工業振興課） ミニジョブカフェ（要予約・40歳前半まで）

　就職に対する疑問や悩みについての相談

 労働基準法、労災保険等に関する相談

 労働問題全般に関する相談

 巡回労働相談（要予約）
　南信労政事務所の労働相談員が岡谷市に巡回し労働問題全

般の相談に応じる

令和5年度
4/19、7/19、10/18、1/17
いずれも12:30～15:30
場所：勤労青少年ホーム

専門相談

 男性のための相談（電話相談）

 性暴力被害相談

 児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

 家庭児童相談

困ったときの相談窓口

 女性のための相談

女
性
の
た
め
の

相
談

一般相談
 火～土
9:00～12:00
13：00～16：30  22-8822（相談専用電話・

　　　　　　　　 　予約電話） 県男女共同参画ｾﾝﾀｰ
　　“あいとぴあ”

（配偶者暴力相談支援ｾﾝﾀｰ）

＜諏訪湖ハイツ隣＞



 

 

◆健康、育児・介護、福祉、心身の悩み、教育等に関すること

相談時間等

 電話相談

 面　談（要予約）

 電話相談  月～金8:30～17:15

 面　談  月2回9:30～11:00

 月～金8:30～17：15

 月～金8:30～17:15  23-2336（直通）

 第3水曜13:00～16:00  23-4811(内線1282）

 月～金8:30～17:15  23-4811(内線1263）

 月～金8:30～17:15  23-4811(内線1254）

 第3火曜13:00～17:00  23-4811(内線1254）

 月～金8:30～17:15  23-4811(内線1254）

 生活困窮者相談
 月～金8:30～17:15
（土日祝9:00～15:00）

 23-4811(内線1254）
休日専用ﾀﾞｲﾔﾙ
　090-1502-0294

 月～金8:30～17:15  23-4811(内線1228）

 月～金8:30～17:15  23-4811(内線1255～1257） 社会福祉課

 障がい者福祉相談
 月～土9:00～17:30
 （第３月曜日は除く）

54-7713、 54-7363
諏訪圏域障がい者

総合支援センター　オアシス

 就労相談  月～金9:00～17:00  54-7013
諏訪圏域障がい者就業・生活

支援センター　すわーくらいふ

 月～金8:30～17:00  23-4811（内線1217・1232） 教育総務課

 月～金8:30～16:30  24-2206
子ども総合相談センター分室

＜諏訪湖ハイツ内＞

◆社会福祉協議会の相談

 月～金8:30～17:15  24-2121
社会福祉協議会
（諏訪湖ﾊｲﾂ内）

 月～金8:30～17:15  24-2121
岡谷市成年後見支援センター

（社会福祉協議会内）

相談事項 連絡先

 福祉総合相談（心配ごと相談）

成年後見制度に関する相談

 子ども総合相談センター
 教育相談（学校生活・入学進学・長期欠席・養育の悩み）

 ひとり親家庭等相談

社会福祉課
生活就労支援センター

(まいさぽ岡谷市）

 生活福祉相談（心配ごと相談）

 無料法律相談（要予約）

ひきこもり相談

 消費生活相談　（消費生活センター）

 月～金8:30～17:15

 23-6141（直通） 健康推進課 育児相談

女性のための健康相談(要予約)

 高齢者総合相談・権利擁護（権利侵害や虐待） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ
（介護福祉課） 高齢者のための司法書士による無料法律相談（要予約）

 一般健康相談
 栄養相談･歯科相談





NO

NO
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市民自らの健康づくり 

家 庭 

地 域 関係団体 

連携・協働に

より一人ひとり

の健康づくりを

支える 

岡谷市健康づくり推進協議会 

行政 



 

 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


